
（変更）

年　　　月　　　日

宝　塚　市　長　　宛

※登録団体の番号 （080000 　　　　　　 ）

申請者 住所

名前 電話

□ 使用許可 □ 使用変更 □ 使用料減免

  人

□ 団体登録時の内容と同じ。 □ 暴力団の利益になるような利用ではありません。

① （ ）

② （ ）

③ （ ）

④ （ ）

⑤ （ ）

□ 必要

① 行事案内板の表示 （必要な場合のみ記入してください）

（ ）

② 特殊器具の使用 □ アップライトピアノ □ ビデオプロジェクター

上記太線の枠内について、記入してください。 

受付番号　　　　　               次のとおり申請内容を審査しました。

１ 適　　　　否

２ 条例 第３条 号

３ 可　　　　否

４ 有　　　　無

５ 適　　　　否

６ 免除 減額

円

団 体 登 録

使 用 料

使用希望の日時等

申 請 の 種 別

団 体 等 の 名 称 、
行 事 の 名 称 又 は
使 用 変 更 の 内 容

使 用 目 的 （ 内 容 ）

備 考

減 免

使 用 制 限

使 用 目 的

使 用 許 可

【使用時間帯】※

適 格 請 求 書

宝塚市立人権文化センター使用
許可申請書兼使用料減免申請書

担当係　長所　長

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

午前　・　午後１　・　午後２　・　夜間　

午前　・　午後１　・　午後２　・　夜間　

午前　・　午後１　・　午後２　・　夜間　

午前　・　午後１　・　午後２　・　夜間　

午前　・　午後１　・　午後２　・　夜間　

※使用時間帯　…　午前は午前９時～正午、午後１は午後１時～午後３時、午後２は午後
３時15分～午後５時15分、夜間は午後６時～午後９時をそれぞれ指します。

  宝塚市立人権文化センター条例第４条並びに同条例施行規則第４条、第６条（及び第８条）

により、次のとおり使用許可、使用変更（及び使用料減免）を申請します。

【使　　用　　日】 【使用場所】

受付印

使用
人数

（必要な場合には、☑を入れてください）


